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○ 農林水産省においても、相談窓口を設置し、資材等の安定確保への不安の声へ対応。
○ いただいたご相談については、経済産業省とも連携し、その原因や経緯を一つ一つ解きほぐしな
がら、円滑な供給が行われるよう適切に対応。

農林水産分野における体制の構築①

〇 本省及び地方農政局に相談窓口を設置するとともに、関係団体、事業者から聞き取りや
相談の受け付けを実施。

〇 ５月28日時点で1,059件(燃油：554件、資材505件)のご相談・問い合わせをいただいて
いるところ、経済産業省と連携して石油元売り事業者等に働きかけを行い、目詰まりの解
消に向けて対応。

農林水産省

「中東情勢対応
チーム」室

経済産業省

【情報収集と対応の流れ】

各事案の詳細な情
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提供するなど連携
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各地域の事業者の方等
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地方農政局
相談窓口

聞き取り・相談

相談 集約
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農林水産分野における体制の構築②
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燃油の供給

茶工場

燃油の流通の目詰まりに関する対応

目詰まりの解消事例

○ 一年を通じて最も重要な一番茶のシーズンを迎えている中、４月に実施し
た茶工場への供給に続き、新たにお茶産地の茶工場などから「５月上旬に燃
油が足りなくなる」との御相談

○ 経済産業省と連携して石油元売会社との調整を加速し、燃油確保に不安の
あった茶工場への燃油の供給が決定

【事例：茶工場への燃油供給】

【事例：乳製品工場への燃油供給】

乳製品工場
○ 地域の基幹的な乳製品工場において、使用するＡ重油の４月上旬以降の供
給が確保できていなかった

〇 経済産業省と連携した働きかけにより、主要な元売りから前年実績分まで
の燃油を供給

・乳製品工場（脱脂粉乳製造工場）でA重油を確保（岩手）
・豆腐製造事業者でA重油を確保（兵庫）
・養殖用の稚魚や畜産用の飼料工場での製造に必要なA重油を確保（愛知）
・油脂や飼料・肥料原料の製造を行う工場での加工に必要なA重油を確保（岩手）
・製麵工場でA重油を確保（奈良）

・茶製造に必要なA重油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施（鹿児島、静岡、三重）※
・漁船の運航に必要なA重油について、石油元売会社からの直接販売を実施（和歌山）※

※ 直接販売ルートでの供給事例
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※ 令和８年５月２０日時点



資材の流通の目詰まりに関する対応

〇 農林水産業・食品産業のサプライチェーンの上流から下流に渡り利用されている多種多様な資材について、流通構造等の実態把握を
順次実施中。

〇 農業用マルチ等のプラスチック製農業資材や、石油由来の食品容器包装については、関係団体・事業者に対して、調達支障時の関係
者との協議や、供給困難になる前の農林水産省への早めの相談、受発注の平準化などを要請。（→詳細は次ページ）

〇 実態把握を通じて得られた情報や相談窓口に寄せられた情報に基づき、経済産業省と連携して、供給の偏り・流通の目詰まりを解消。

○ 調味料製造メーカーの業務用容器である、「ＢＩＢ（Bag in Box）」

の一部に供給の懸念があるとの情報を受け、関係事業者と供給状

況等について情報交換を実施し、「BIB」について、業務用容器

メーカーから当面の供給が可能であることを確認

原料メーカー
【ポリエチレン等】

製造メーカー
【農業資材】

流通事業者
【卸・小売】

需要家

【プラ製農業資材の流通フロー】 ○ 「コメ袋」については、経済産業省の協力の下、原料メーカー
からポリエチレンの安定的な供給が継続される見通し

〇 「農業用マルチ」も、当面概ね前年実績の供給が可能であるこ
とを確認

目詰まりの解消に向けた取組

目詰まりの解消事例等

・豆腐製造事業者で豆腐を入れる容器を確保（新潟）
・コメ袋製造メーカーで袋原料（ポリエチレンペレット）を確保（全国規模）
・農業用マルチの供給状況を調査し、前年実績の供給が可能と確認（全国規模）
・プラスチック製の食品包装容器等の原料（ポリエチレン）の供給状況を調査し、前年実績の供給が可能と確認（全国規模）
・ソース等の調味料を製造するメーカーの業務用容器の当面の供給が可能と確認（広島）

原料メーカー
【ポリエチレン等】

製造メーカー
【食品容器包装】

食品産業事業者 実需者・消費者

【調味料の業務用容器の流通フロー】
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※ 令和８年５月２０日時点



農林水産省から事業者等への要請の状況
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発出先・要請相手 品目 日付
木材産業関連団体（一般社団法人全国木材組合連合会、日
本合板工業組合連合会等） 木製品に係る石油関連の原材料 4/15

農業用マルチ等プラスチック製農業資材製造事業者・流通
事業者、生産者団体（全国農業協同組合連合会、一般社団
法人全国農業協同組合中央会、公益社団法人日本農業法人
協会）

農業用マルチ等プラスチック製農業
資材 4/24

食品容器包装等製造事業者・流通事業者、食品産業関係団
体（日本チェーンストア協会、一般社団法人日本パン工業
会等）、水産関連団体（全国漁業協同組合連合会、一般社
団法人大日本水産会等）

石油由来の食品容器包装等 4/30

農業機械関連団体（全国農業協同組合連合会、全国農業機
械商業協同組合連合会、一般社団法人日本農業機械化協
会）

潤滑油等 5/12

畜産業関連資材製造・流通事業者、畜産関連団体（公益社
団法人中央畜産会、日本草地畜産種子協会等） 畜産業関連資材 5/20

林業・木材産業関連資材製造・流通事業者、林業・木材産
業関連団体（全国森林組合連合会、一般社団法人全国木材
組合連合会等）

林業・木材産業資材 5/20

畜産関連団体（公益社団法人中央畜産会、日本草地畜産種
子協会等）、林業・木材産業関連団体（全国森林組合連合
会、一般社団法人全国木材組合連合会等）

潤滑油等 5/20

令和8年5月21日時点



意見交換・聞き取り結果（本省・地方農政局） 目詰まりの主な原因と解消事例（包装フィルム）

農林水産業・食品産業に関する「目詰まり対策」①

１．パン・菓子等販売店の実態把握・目詰まり解消

○ 地方農政局において、県域レベルの全ての団体と意見交換を行い、パン・菓子等の包装資材に係る概況を把
握。個々のパン・菓子等販売店に対しても直接の聞き取りを実施。

○ 引き続き、個々のパン・菓子等販売店に対する丁寧な聞き取りを通じて、具体的な状況を把握。目詰まり等
を確認した際には、地方経済産業局と連携し、きめ細かく、迅速に対応することで、供給の偏り・流通の目
詰まりの解消を加速化。

〇 事業者間でのタイムリーなコミュニケーションが不足していた
事例（３件）（本省と地方農政局が連携して対応中）

・ 給食用パンの包装フィルム販売会社が、上流の商社から次の
フィルムの納入日を明示されていなかったため、パン製造事業者
に対して、「６月以降の納品は未定」と説明。

・ 経済産業省と連携し、フィルムメーカーに確認したところ、少
なくとも６月中の供給見通しは立っており、商社に対しては次期
納品日を伝えていることを確認。

・ 関係者に情報を共有し、６月末まで給食用パンを継続して提供
可能となった。

・ 引き続き、７月以降も包装フィルムが継続して供給できるよう、
地方農政局がフォローアップを実施。

パン製造事業者商社フィルム
メーカー

包装フィルム
販売会社

〇 県域レベルの団体との意見交換では、パン袋や手袋等の一部資
材に供給制限や納期遅れが生じているとの声を把握。

〇 これまで、個々のパン・菓子等販売店への聞き取りでは、目詰
まりが生じていた事例を12件確認（パン：７件、菓子：５件）。
主な聞き取り事例は下記のとおり。現在、サプライチェーンを

遡って目詰まり原因の調査を実施中。
・ プリンのプラスチック容器について、供給制限されている。
・ 手袋について、10ケース発注しても１ケースしか届かず、１
か月後に在庫が切れる可能性。

・ まとめ売り用の大袋やスライスした食パン用の袋について、
納品のメドが立っていない。

地方経産局・農政局が連携し、
目詰まり箇所を特定・解消

パン・菓子
等販売店

フィルム
メーカー

原料
メーカー

地方農政局が
実態把握

販売・印刷
会社

県域団体
納期に関する

コミュニケーション不足

中東情勢に関する閣僚会議
（第９回）資料
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農林水産業・食品産業に関する「目詰まり対策」②

２．川中・川下の流通過程における「目詰まり対策」の強化 ～園芸農家～

○ 園芸分野では、農産物の生産・流通のために、農業ハウス用ビ
ニール、出荷用の包装資材など多様なプラスチック製資材を使用。

○ また、副大臣・政務官が大型連休中に収集した事業者・団体か
らの声においても、園芸分野の資材に関する声を把握。

○ 今後の作付けに向け、各都道府県の園芸農家が使用するプラス
チック製資材の供給実態の把握を強化し、地方農政局が地方経済
産業局と連携して目詰まり箇所を特定・解消。

園芸農家資材
メーカー

原料
メーカー

地方農政局が
実態把握

地方経産局・農政局が連携し、
目詰まり箇所を特定・解消

園芸農家が使用するプラスチック製資材の流通過程

流通
事業者

３．燃料の漁協への直接販売の事例 ～全漁連との連携～

○ 和歌山県内の複数の漁協から、「漁船の操業に必要なA重油が確保で
きていない」との御相談が集中的に寄せられた。

○ 各漁協への直接販売を実施するに当たり、全漁連が仲介することで、
迅速な供給が実現（物流上は、石油元売から各漁協に直送）。

○ 今後もこうした連携を促進し、目詰まり案件の効率的な解消を図る。

石油元売Ａ 石油元売Ｂ

漁協Ｂ漁協Ａ 漁協Ｃ

全漁連

中東情勢に関する閣僚会議
（第９回）資料
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